
◎地方自治法等の一部を改正する法律 
（平成二九年六月九日法律第五四号）   

一、提案理由（平成二九年五月一一日・衆議院総務委員会） 

○高市国務大臣 地方自治法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及

び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体等における適正な事務

処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、所要の措置を講ずるものです。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一は、地方自治法等の一部改正に関する事項であります。 

 まず、都道府県知事及び指定都市の市長は、財務に関する事務等の適正な管理及び執

行を確保するための方針を定め、これに基づき必要な体制を整備しなければならないこ

ととし、その他の市町村長には、これらについて努力義務を課すこととしております。 

 また、当該方針を策定した地方公共団体の長は、毎会計年度、当該方針及びこれに基

づき整備した体制について評価した報告書を作成し、議会に提出しなければならないこ

ととしております。 

 次に、監査委員が監査等を行うに当たっては、各地方公共団体の監査委員が策定する

監査基準に従うこととし、総務大臣は、地方公共団体に対し、監査基準の策定につい

て、指針を示すとともに、必要な助言を行うこととするほか、監査制度の充実強化とし

て、勧告制度の創設等の見直しを行うこととしております。 

 また、地方公共団体の長等は、決算が不認定となった場合において、当該不認定を踏

まえて必要と認める措置を講じたときは、その内容を議会等に報告し、公表しなければ

ならないこととしております。 

 さらに、地方公共団体は、条例で、地方公共団体の長や職員等の当該地方公共団体に

対する損害を賠償する責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき

は、賠償の責任を負う額から、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当

該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができることと

するとともに、地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行

為または怠る事実に関する損害賠償または不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に

関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならない

こととしております。 

 第二は、地方独立行政法人法の一部改正に関する事項であります。 

 まず、地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届け出

その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加するこ

ととしております。 

 また、地方独立行政法人の業務における適正を確保するため、必要な体制の整備に関

する事項を業務方法書に記載しなければならないものとする等の見直しを行うこととし



ております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成二九年五月二三日） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理

化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、地方公共団体の財務に関する事務等

の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共

団体の長等の損害賠償責任の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人の業務への市

町村の申請等関係事務の処理業務の追加等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行

おうとするものであります。 

 本案は、去る五月十日本委員会に付託され、翌十一日高市総務大臣から提案理由の説

明を聴取いたしました。十六日から質疑に入り、同日午後には地方公共団体の窓口業務

改革に関し板橋区役所を視察しました。翌十七日、参考人からの意見聴取を行った後、

民進党・無所属クラブより提出された修正案について趣旨の説明を聴取しました。 

 去る十八日、原案及び修正案について質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、

討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月一八日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。 

一 指定都市以外の市町村の長にあっても、内部統制に関する方針を策定し、当該方針

に基づく体制の整備を促進するよう、当該市町村長に対する必要な助言及び情報提供

を行うこと。 

二 普通地方公共団体における監査委員等の専門性を確保し、監査の品質向上を図るた

め、監査を支援する組織・体制の在り方について引き続き検討を行うこと。 

三 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任について、職務を行うにつき軽過失の場合

において、その一部を免れさせる旨を条例で定めることができる措置を講ずることに

鑑み、議会による損害賠償又は不当利得返還の請求権の放棄の在り方について、本法

の施行状況も踏まえつつ、引き続き検討を行うこと。 

四 普通地方公共団体の議会が果たすべき監視機能の向上及び議員活動の透明性確保の

在り方について検討を行い、これを踏まえて各地方公共団体に対して必要な助言を行

うよう努めること。 

五 窓口関連業務には住民に関する各種行政の基礎となる事務が含まれていることに鑑



み、当該業務を担う申請等関係事務処理法人における業務の取扱いに当たって、個人

情報の保護が十分に図られるよう、各地方公共団体に対して適切な助言を行うこと。 

六 地方独立行政法人の業務運営に関して、本法に則った適正な対応が確保されるよう

注視し、国の独立行政法人改革の動向を踏まえつつ、必要に応じて適切な助言を行う

こと。 

三、参議院総務委員長報告（平成二九年六月二日） 

○横山信一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の財務に関する事務等の

適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団

体の長等の損害賠償責任の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人の業務への市町

村の申請等関係事務の処理業務の追加等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、内部統制に関する方針

策定等の趣旨と市町村への支援策、監査基準策定に係る指針の内容、損害賠償責任額の

限定内容及び請求権等の放棄に関する議決条項の妥当性、窓口業務に地方独立行政法人

を活用することの是非及び業務の具体的内容等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員、希望

の会（自由・社民）を代表して又市征治委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べら

れました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年六月一日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、内部統制体制の整備及び運用は、全ての地方公共団体の長がその権限と責任に基づ

いて適切に実施することが求められるため、本法において努力義務とされた指定都市

以外の市町村においても内部統制に関する方針が早急に策定されるよう引き続き検討

を行うこと。 

二、総務大臣が策定する監査基準の指針については、監査を実施する基本原則、留意事

項とともに、全国的に共通な基準や技術的な基準など的確・公正な監査が実施できる

ものとなるよう努めること。監査基準は当該地方公共団体の監査委員が策定するもの

であり、地域の実情を踏まえた適切な基準については尊重すること。 

三、監査委員等の専門性を確保し、監査の品質向上を図るため、監査を支援する組織・

体制の在り方について引き続き検討を行うこと。 

四、地方公共団体の長等に対する賠償責任額の限定措置により、地方公共団体の長等の



職務遂行に影響が出るのではないかとの声に対し真摯に向き合い、本法施行後の状況

を注視しつつ引き続き検討を行うこと。 

五、申請等関係事務の処理及びこれに附帯する業務を担う地方独立行政法人の設立に当

たっては、地方公共団体の自主性を最大限尊重すること。 

  右決議する。 


